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第1回
九頭竜川流域委員会

　資料ー４

九頭竜川流域委員会の
審議対象範囲について

1

１．河川整備計画の目標に関する事項１．河川整備計画の目標に関する事項

　　・洪水･高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

　　・河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

　　・河川環境の整備と保全に関する事項

２．河川整備の実施に関する事項２．河川整備の実施に関する事項

　　イ.河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の
施工により設置される河川管理施設の機能の概要

　　ロ.河川の維持の目的、種類及び施工の場所

*注：１.２.及びイ.ロは、政令の記載による

河川整備計画において定めるべき事項




























